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2022年 4月発行 

広島弁護士会主催、広島市、法テラス広島、広

島県臨床心理士会、反貧困ネットワーク広島の共

催で、毎年３月に「暮らしとこころの相談会」をエー

ルエール地下広場において実施していますが、昨

年１２月に続いて今回もコロナ感染防止のため、電

話相談に切り替えて実施しました。 

ＲＣＣ放送や「ひろしま市民と市政」の効果もあ

り、４０件の電話相談がありました。 

レンタルスマホを「スピーカー」設定の上、さまざ

まな専門家がワンストップで相談対応しました。レン

タルスマホ３台と反貧困ネットワーク広島の携帯電

話２台の合計５台で折り返し電話をかけて対応しま

したが、ひっきりなしにかかる電話のため、折り返し

をするのに何十分も待っていただくほどでした。 

コロナ禍の先が読めないことから、今年の６月、９

月、１２月、来年３月に予定していた「まちかど相談

会」はすべて中止とし、代わりに「電話相談会」を実

施します。 

相談多く電話機５台でも対応しきれず 

生活困窮者支援4団体の要望に広島市が回答 

 令和 3 年 10 月 29 日、「反貧困ネットワーク広

島」「広島県社会福祉士会」「風の家」「小さな一

歩・ネットワークひろしま」の 4 団体が共同で広島

市に対し要望を行いました。 

 保護申請中のシェルター利用者が病院を受診し

たくても保険証がないのでかかれない問題につい

ては、ケースワーカーが申請者の希望を踏まえ対

応可能な医療機関の調整を行っており、こうした取

り扱いについて改めて各福祉事務所に周知を図っ

たとの回答を得ました。 

 シェルター利用者が通院等の交通費、通勤通学

費、通信費などに困窮する場合、つなぎ資金の利

用を求めた件には、つなぎ資金制度を紹介し、貸し

付けを行うよう改めて各福祉事務所に周知されま

した。 

 食糧支援の充実については、困窮者の実情、必

要性を把握した上で懇切丁寧な対応を求めまし

た。広島市から、保護利用者がやむを得ず緊急一

時食料提供を希望する場合は、ケースワーカーが

社会福祉協議会の窓口まで同行し支援を行って

いるとのことでした。 

 その他、「生活困窮者生活再建サポート事業」の

利用対象者の拡大や、「生活福祉資金貸付制度」

などシェルターからの早期自立のため敷金などに

対応できるよう要望しました。また、ケースワーカー

からシェルター利用の申し込みがあった場合の利

用者の情報提供を求めました。 

 「反貧困ネットワーク広島」が要望した、相談支援

事業受託については、来年度、ケースワーカー、くら

しサポートセンターの相談支援員の人員体制を強

化し、支援団体の負担軽減を図るとの回答でした。 

 保護申請を行い、別の区に住居を確保した場合、

再度保護の申請を行う必要があり、その申請手続

きの書類が多く、あまりに煩雑であることの改善を

求めました。これに対して申請者の生活歴や扶養

義務者の状況については、内容に変更がない限

り、転居前の福祉事務所に提出された文書の写し

を活用するよう各福祉事務所に周知されました。 

広島市からは、前向きな回答を得ましたが、この

回答を私たちが活用する必要があります。 

特徴的な事例 

３０代女性 コロナのため、うつが悪化し、外出できない、

通院もできない。 

７０代女性 夫が代表をしている会社を既に廃業してい

る。会社の閉じ方がわからない 

７０代女性 夫が失業し、妻も病気で働けないが、夫婦

の年金では生活が苦しく、生命保険料の支払いも困難 

７０代女性 ４０代の息子がうつ病で障害年金を受給し

ている。就職の際、障害者になって不利になるのか心配 

性別 件数

男性 16

女性 24

合計 40

３月２２日 
なんでも電話相談会 
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公益財団法人社会貢献支援財団から、タオル 96

点、男性用下着 100点、歯ブラシ等トラベルセット 20

点を寄付いただきました。（写真右） 

大切に使わせていただきます。なお同財団ＨＰ「ひと

しずく」欄にも、当団体を掲載いただき、活動を応援い

ただいています。 

共同募金会御礼 

毎年、広島県共同募金会の「社会問題解決プロジェクト」として皆様に募金の 

ご協力をいただいています。今年度は、１月から３月末までの３か月間で 

合計  １８１名の方から、２１９万９２００円の寄付をいただきました。 

本当にありがとうございました。 

今後、これらの使途選択募金は、広島県共同募金会を通じて、当団体へ助成金と

して交付され、生活困窮者救済の活動資金として活用していきます。 

なお、共同募金会から発行いただいた領収書を皆様にお送りできるのは夏から

秋となります。 

日頃よりたくさんの寄付をいただきありがとうございます。 

お米（玄米も大歓迎）やインスタントラ－メン、そうめんなど保存のきく食料を特に必要としてい

ます。その他、タオルや洗顔用品、洗剤などの日用品。また新品の下着や靴などいただけると助

かります。（できれば新しい）家電や自転車なども、車で取りに伺いますのでご連絡ください。

皆様のご支援をお待ちしています。 

広島市主催、ＮＰＯ法人男女共同参画ひろしま運営の『ＳＯＳ

電話』女子＠ひろしま」（電話相談）と、「『相談ひろば』女子

＠ひろしま」（面談相談）に合わせて生理用品を提供された

もので、女性シェルター「小さな一歩」の他、利用者の４分の

１が女性という当団体も、生理用品を提供いただきました。

（写真左） 
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１月２９日、３０日、日本 ASW（日本アルコー

ル問題関連ソーシャルワーカー）協会全国研

究大会が広島で開催されました。分科会（テー

マ『コロナ渦で私たちに問われていること』）で

当団体の活動について話題提供させていただ

きました。 

その他、生活保護問題対策全国会議事務

局次長の田川英信さん、木津川ダルクの代表

加藤武士さん、依存症専門医療機関である呉

みどりヶ丘病院、精神保健福祉士の桒田沙智

さんがそれぞれ報告しました。 

３月６日、廿日市トラブルシューター（ＴＳ）ネット

ワークのセミナーが「あいプラザ」で開かれました。 

東京ＴＳネットの長谷川翼弁護士が「街中のトラ

ブル触法―司法から考える」について、また、広島

みらい法律事務所佐藤邦男弁護士が「広島県下

の司法福祉の取組状況と課題」について報告しま

した。 

知的障害等がある人が問題行動や事件などを

起こしたとき、障害特性が理解されず、警察や行政

機関などで一方的なやりとりになる恐れがあり、誤

解され重い刑罰を受けることもあります。 

トラブルシューターが両者の間に立って障害者

を支援したり、福祉、医療、地域など様々な分野の

人が連携できる仕組みを作ることを目的にしてい

ます。今後、広島でもＴＳネットワークが設立される

予定ですので、追ってご報告いたします。 

日本アルコール問題関連ソーシャルワーカー（ASW）協会全国研究大会 

医療・福祉機関、自助グループの一層の連携が必要 

廿日市トラブルシューター 
（ＴＳ）ネットワーク 

知的障害などが理解されず 
不当な取り調べや、刑罰の恐れが 

 

当団体のシェルター利用者は、障害、ＤＶ、

虐待、貧困、依存症など複合的な困難を抱え

ている（幼少期から現在まで。本人や親、家庭

も）こと、生活困窮者支援の現場は、高齢者、

身体障害者、精神障害者（精神疾患、発達障

害 障害者手帳の有無を問わず）、外国人、出

所者、無戸籍、ＬＧＢＴ、未成年、妊婦などダイ

バーシティ（多種多様性）であること、県内の

医療・福祉機関、自助グループとの一層の連

携が必要な状況であることについて報告しま

した。 

リスタートケータイで再出発！ 
今では、一人に一台の携帯電話が当たり前の世

の中になりました。しかし、携帯電話の契約ができ

ず困っている人がたくさんいます。 

料金の滞納や未払いで信用に傷がついてしまう

と、新しい契約をすることがとても困難になってしま

います。しかし、料金未払いの原因は決して自己責

任ではなく、さまざまな理由による生活困窮です。 

携帯電話がないと家を借りることも難しくなり、就

職活動もままなりません。人生を再出発しようとする

人にとって、とても大きな障害になっています。 

シェルター利用者にも、携帯電話を持ちたくても

持てない人が多く、そんな人でも携帯電話の契約

ができるのが「リスタートケータイ」です。厚生労働

省も推薦しています。スマートフォンで電話かけ放

題が月４９８０円。ガラケ―で月３９８０円です。 

「絆ニュース」でお知らせしたところ、契約したい

と申し込みが殺到しています。携帯電話をあきらめ

ていた人はたいへん喜んでいます。 

「リスタートケータイ」の詳細は大手町事務所まで

お問合せください。 
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発行者 ＮＰＯ法人 反貧困ネットワ－ク広島 
広島市中区東白島１４－１５ 

ＮＴＴクレド白島ビル７階 

広島総合法律会計事務所内 

電話：082-227-8181 ＦＡＸ：082-227-1200 

大手町事務所 中区大手町5-16-18パルビル4階 

ホームページ▼ 会費・寄付振込先 

●正会員（個人）年会費 2,000 円 

●正会員（団体）年会費 5,000 円 

●賛助会員（個人）年会費 5,000 円 

●賛助会員（団体）年会費 10,000 円  

広島銀行 白島支店 普通 3235401 反貧困ネットワ－ク広島  

郵便為替 01390-1-98338 加入者 反貧困ネットワ－ク広島  

「なんでも電話相談会」の予定 

・2022 年  6 月 7 日（火） 

反貧困ネットワーク広島主催 

・2022 年  ９月６日（火） 

  広島弁護士会主催 

・2022 年  12 月 6 日（火） 

反貧困ネットワーク広島主催 

当法人スタッフの成田結さん（写真前列左）

が令和４年２月６日に実施された、社会福祉士

国家試験に合格しました。 

シェルター責任者として、日々、感染リスクに

さらされながら、現場の業務も行いながらの資

格取得、大したものだと思います。 

利用者の支援を進めるため、理事長、スタッ

フともども取り組んでまいりますので、皆様のご

支援よろしくお願い致します。 

シ ェ ル タ ー の お 問 い 合 わ せ ・ 生 活 相 談 ・ 寄 付 の 受 付 な ど は 、 大 手 町 事 務 所 へ 
平日10：00～17：00 電話  082-545 -7709 または  電話  090－4890－1579 

 

株式会社ＬＩＦＵＬＬ（受託は公益社団法人日本フィ

ランソロピー協会）から今回、１５０万円の寄付をい

ただき、シェルター内の改装工事をおこないました。 

おかげ様で、老朽化して傷んだ浴室、フローリング

をリフォームし、ガスコンロも買い替えることができ

ました。シェルター利用者の生活が格段に改善しま

した。 

年代 男性 女性 合計

年代 男性 女性 合計

１０代 9 18 27

２０代 153 63 216

３０代 275 64 339

４０代 330 91 421

５０代 272 58 330

６０代 187 39 226

７０代 93 28 121

８０代 9 9 18

不明 16 27 43

合計 1344 397 1741

単身1609名 夫婦41名 親子88名 その他3名

反貧困ネットワーク広島シェルター利用状況

2009年5月から2022年3月末まで

シェルター利用者が減少傾向 

 

 

利用者数が減少しています。コロナ禍で県外移動が

制限されたことが影響していると思われます。 

2019年度 2020年度 2021年度

166人 157人 143人

年度別
利用者数


